
公衆電話機能等に係るＦＲＴ－ＧＣ間伝送路費用の扱いについて（意見４関係）
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Ｈ１７～Ｈ１９までのＮＴＳコストの扱い

参 考

省令改正案のパブコメに対して寄せられた意見
◎意見４
き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路
費用を加入者交換機能と公
衆電話機能等で二重に回
収することとならないよう公
衆電話機能等に加算される
ＮＴＳコストから当該費用を
控除するための規定が必要。

◎意見４
き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路
費用を加入者交換機能と公加入者交換機能と公
衆電話機能衆電話機能等等で二重に回で二重に回
収することとならないよう収することとならないよう公
衆電話機能等に加算される
ＮＴＳコストから当該費用を当該費用を
控除控除するための規定が必要。

■加入者交換機の接続料
原価にＦＲＴ－ＧＣ間伝
送路費用を段階的に算
入する規定を整備する
一方で、公衆電話機能
等から当該費用が減算
されずにＮＴＳコストが加
算されるため、ＮＴＳコス
トの二重加算となるため、
この減算措置が必要。

■加入者交換機の接続料
原価にＦＲＴ－ＧＣ間伝
送路費用を段階的に算
入する規定を整備する
一方で、公衆電話機能
等から当該費用が減算
されずにＮＴＳコストが加
算されるため、ＮＴＳコスＮＴＳコス
トの二重加算トの二重加算となるため、
この減算措置が必要減算措置が必要。
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暫定的に加算される
FRT－GC間伝送路費用

■公衆電話機能に係るＮＴＳコストの負担について


